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横浜市大佛次郎記念館
提案課題及び様式集
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Ⅰ　提案課題

１　指定管理業務実施にあたっての基本的な方針
（１）指定管理業務実施にあたっての基本的な方針（様式９）
・業務の基準に示されている市の文化政策や「大佛次郎記念館の使命」等について、それを果たすための団体・共同事業体の基本的方針及びその理由を記載してください。

２　職員配置・育成
（１）運営組織の構造、開館時間の勤務シフト、休館日設定の考え方（様式10）
・業務の基準に示した業務やサービスを実現するために必要な運営組織の考え方と想定される組織図を記載してください。
・その中には各職員の雇用関係（確定していない場合には現時点で想定できる関係）、それぞれの職員の勤務体制（勤務時間、休日設定など）、通常時の勤務シフト表（一月分）を作成して記載してください。
・現行の開館時間を参考に開館時間を提案してください。なお、上記の職員勤務体制・勤務シフト表は、提案された開館時間に対応したものとしてください。　
※機器や設備の保守管理のため、施設利用を制限せざるを得ない場合を想定し、休館日設定の考え方、周知方法などの対応を示してください。

（２）必要人材の配置と職能、主要人材の能力担保（様式11）　
・上記２（１）（様式10）で提案した組織図に記載した職員全てを職種ごとに類型化し、それぞれ職種ごとに行う業務分掌、必要な職能（資格、技能、経験の度合いを含む）などを示してください。さらにそれぞれの職種での責任者の配置を明示してください。
・各責任者、他の職員の確保（採用等）の状況及び方法を具体的に記載してください。
※各職員の常勤・非常勤の考え方も記載してください。
※個人名については、記載する必要はありません（Ａ、Ｂ等と表記してください）
※責任者の候補がいる場合は、業務の基準「責任者に期待する役割」を踏まえ、これまでの
経歴（関係する業務のみ）を記載してください。
※固有名詞を記載する必要はありません（記載例：「横須賀市」⇒「中核市」）。
※今後、責任者を確保する場合は、各々について、採用の条件（資格、技能、経験の度合い等）を記載してください。
　　・スタッフの育成・チームワーク醸成の取組方法と考え方を記載してください。

３　事業の企画・実施（施設の使命を達成するための提案）
（１）使命１：大佛次郎に関する調査・研究を深める～全国唯一の大佛次郎に関する専門文学館として、収蔵資料の活用を積極的に図りつつ、収蔵図書・資料及び関連資料等について、計画的かつ適切な管理を行う。あわせて、調査・研究を継続的に推進し、その成果を蓄積・発信することにより、大佛次郎研究の一層の発展に寄与する。
（様式12－１、２）
・使命１を達成するための具体的な取組について記載してください。
・提案者が提案する指標がある場合は、２年経過時の達成指標と５年経過時の達成指標を記載してください。
　  ・上記の取組を行う理由について記載してください。

（２）使命２：大佛次郎の業績を広く普及・継承する～大佛次郎に関する展示や公開、各種普及事業を通じて、その業績や思想の魅力をわかりやすく伝えるとともに、次世代への継承を図る。これにより、大佛次郎およびその文学・文化的価値に対する理解と認知度向上を目指す。
（様式13－１、２）
・使命２を達成するための具体的な取組について記載してください。
・提案者が提案する指標がある場合は、２年経過時の達成指標と５年経過時の達成指標を記載してください。
　  ・上記の取組を行う理由について記載してください。

（３）使命３：幅広い市民等が文学を中心とした文化に触れる機会を提供する～文学を中心とした多様な文化芸術に触れる機会を提供することで、来館者一人ひとりの新たな気づきや発見を促す。あわせて、文学を介した多様な表現や視点に触れる場を創出し、相互理解を深め、多様な価値観を尊重する文化の醸成に貢献する。
（様式14－１、２）
・使命３を達成するための具体的な取組について記載してください。
・提案者が提案する指標がある場合は、２年経過時の達成指標と５年経過時の達成指標を記載してください。
・上記の取組を行う理由について記載してください。

（４）使命４：あらゆる市民に文化を中心とした活動の場を提供する～年齢、性別、国籍、言語、障害の有無、経済的状況等にかかわらず、すべての市民が文化芸術に関する活動を主体的に行い、参加することができるよう、幅広い活動の場を提供する。これにより、誰もが文化に関わることができる環境を整え、共生社会の実現に寄与するとともに、市民による多様な文化活動を支援する。
（様式15－１、２）
・使命４を達成するための具体的な取組について記載してください。
・提案者が提案する指標がある場合は、２年経過時の達成指標と５年経過時の達成指標を記載してください。
・上記の取組を行う理由について記載してください。

（５）使命５：文学を媒介としたネットワーク構築を推進する～文学館としての専門性を生かしたネットワークを構築するとともに、地域の様々な施設、団体、人的・文化的資源を結びつける。これにより、人と人、人と文化をつなぐ交流の場を形成し、地域におけるにぎわいの創出と、文化的コモンズの形成に寄与する。
（様式16－１、２）
・使命５を達成するための具体的な取組について記載してください。
・提案者が提案する指標がある場合は、２年経過時の達成指標と５年経過時の達成指標を記載してください。
・上記の取組を行う理由について記載してください。

（６）使命６：持続可能性を高める施設運営を行う～法令等に基づき、施設の保守・点検や日常的な予防保全を適切に行い、安全で快適な利用環境を維持する。また、効率的な経費執行や収入確保の取組、エネルギーの効率化等を通じて、新型感染症の流行、ICTの進展、災害の激甚化など、社会情勢の変化に柔軟に対応できる施設運営を行う。
DXの活用や財源確保をはじめとしたサステナブルな運営への転換を進めるとともに、気
候変動によるリスクへの備えや環境負荷の低減に取り組み、脱炭素社会の実現と社会全体の持続可能性向上に貢献する。
（様式17－１、２）
・使命６を達成するための具体的な取組について記載してください。
・提案者が提案する指標がある場合は、２年経過時の達成指標と５年経過時の達成指標を記載してください。
・上記の取組を行う理由について記載してください。

４　収支計画及び指定管理料
（１）利用料金の考え方と具体的な料金設定、支払方法や割引料金・増収策・減免等の運用方法の考え（様式18）
・条例に規定した各利用料金を上限として、指定管理者としての判断により、利用区分ごとの料金設定の方針を記載してください。
・各年度の利用率の目標設定と利用料金収入の試算、その考え方を記載してください。
・増収に向けた具体的な施策や戦略について、記載してください。
・利用料金の割引制度や優遇制度を設ける場合は、基本的な方針を記載してください。

（２）指定管理料のみに依存しない収入構造、経費削減等効率的運営の努力（様式19）
・大佛次郎記念館の使命と役割を実現し、安定的かつ効率的・効果的な施設の管理運営を行っていくために必要な経費の提案と、その原資になる収入について提案してください。
・指定管理料以外に期待される収入構造（構成）を記載してください。
・経費縮減に向けた方策を記載してください。

（３）５年間の収支及び収支バランス（指定管理料の提案含む）（様式20）
・５年間の各年度の収支予算書と各経費の内訳について、具体的に示してください。
・収入の部に、提案する指定管理料を記載してください。（選定要項に規定する上限額の範囲内とします）
・利用料金収入については、現行料金を指定期間中適用することを前提として積算してください。
・本部経費を計上する場合は、業務の基準に示された指定管理業務の遂行を前提とした、適切な金額を計上するとともに、計上基準を記載してください。
・指定管理期間中（５年間）の収支は、その期間内における人件費の増加や物価上昇（光熱水費の増加等）については見込まずに提案してください。
・エクセルファイル（別添）の指定の書式に入力してください。

５　その他
（１）施設全体の運営に対するアイデア・ノウハウの一層の活用（様式21）
　　・提案するアイデア・ノウハウを記載してください。
・アイデア・ノウハウの提案については、提案項目ごとに、大佛次郎記念館の使命との関係及び公益性（地域、市民または市の利益につながる効果が認められること）の説明を付してください。　　

（２）市の重要政策課題への対応（様式22）
・本市の施設として、市の重要施策（個人情報保護、情報公開、人権尊重、環境への配慮、障害者差別解消、市内中小企業優先発注など）に対する考え方を記載してください。

（３）本市重要施策を踏まえた応募団体の取組状況（様式23及び様式23-２）
・評価基準項目に規定する加点項目「市内中小企業等であるか」及び「本市重要施策を踏まえ
た応募団体の取組状況」において加点を希望する団体は、「評価基準加点項目に係る申出書」
を作成し、該当項目に係る必要書類を添付の上、提出してください。
・障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第７項による障害者雇用状況の報告義務を有さ
ない事業者であって、加点を希望する場合には、障害者雇用率が2.50％を超えていることを
確認するため、様式23に加えて障害者雇用数計算表（様式23－２）に必要事項を記入の上、
提出してください。

（４）自主事業の実施（様式24）
　　・提案する自主事業がある場合に限り記載してください。
・選定要項等に定めのある事業（指定管理事業）の他に、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、施設の魅力向上、利用促進、利用者サービスの向上等を目的に、指定管理者の責任と費用により自主事業を実施することができます。
・５年間の自主事業に関する概要（方向性、達成すべきビジョン、提案に至る背景など）は（様式24－１）に記載し、個別の自主事業の内容については（様式24－２）に記載してください。
・詳細については、別添「指定管理者制度における実務手引き」を参照してください。


Ⅱ　提出書類様式

＜申請書類＞
次の申請書類をアからチまで順に並べ、ページ数及びインデックスを付してファイル綴りをした原本を１部、写しを６部提出してください。なお、写しの書類のうち１部についてはファイルやステープラー等で留めず、また、インデックスを付さず、クリップ留めで提出してください。





（様式　１）	指定申請書（横浜市公園条例施行規則　第18号様式の２）
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　ア　　※提案書と同時に提出いただく「提案書類」をもって、本申請書に添付すべき事業
計画書と見なします。

（様式　２）　　　　 団体の概要
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　イ　
　
（様式　３）   　　  役員等氏名一覧表
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　ウ　　○県警照会用エクセルファイルデータ（CD-R）も提出してください。


（様式　４）　　　　 欠格事項に該当しない宣誓書
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　エ　

（様式 指定なし）    定款、規約その他これらに類する書類      
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　オ　

（様式 指定なし）    履歴事項全部証明書(法人のみ。応募書類の受付期間の最終日時点の情報がわかるもの。)      
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　カ　

（様式 指定なし）　　指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　キ　　　前事業年度の収支計算書及び事業報告書

（様式 指定なし）　　直近３か年の事業年度の貸借対照表、財産目録、損益計算書等
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　ク　　　任意団体においては、これに類する書類
公益法人の場合は、直近３か年の公益会計と収益会計の内訳を示す決算書を添付 

（様式 指定なし）    税務署発行の納税証明書「その３の３」
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　ケ　　　※法人税・消費税及び地方消費税について未納税額の無い証明書になります。
　　　　　　　　　　　
（様式　５）	横浜市税の納税状況調査の同意書
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　コ　　　※現時点で横浜市に対して納税義務のない団体についても提出の必要があります。なお、指定管理者として指定された後は、この同意書をもとに、毎年度本市への納税状況（本市の課税状況の有無を含め）について状況調査を行います。

（様式　６）　　　　　法人税及び法人市民税の課税対象となる収益事業等を実施していないことの宣誓書
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　サ　　　※公益法人又は人格のない社団等で、収益事業等を実施していないことにより、法人税・法人市民税の申告義務がなく、かつ実際に申告税額がない場合に、提出の必要があります。

（様式 指定なし）　　 労働保険（労災・雇用）の加入を確認できる書類
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　シ　　　※労働局、労働基準監督署又は労働保険事務組合発行の労働保険料の領収書の写し
（直近の１回分）等。

（様式 指定なし）　　 健康保険の加入を確認できる書類
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　ス　　　※年金事務所又は健康保険組合発行の健康保険料の領収書の写し（直近の１回分）等。

（様式 指定なし）　　 厚生年金保険の加入を確認できる書類
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　セ　　　※年金事務所又は健康保険組合発行の厚生年金保険料の領収書の写し（直近の１回分）等。

（様式 指定なし）　　　団体の現在の組織、人事体制を示す人事労務関係の書類（就業規則、給与規定等）
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　ソ

（様式　７）　　　　　賃金水準スライドの対象となる人件費に関する提案書
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　タ　　　※「指定管理者制度における実務手引き」より

（様式 指定なし）　　　設立趣旨、事業内容のパンフレットなど団体の概要がわかるもの
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　チ

※　その他、必要に応じて、書類の提出を求める場合があります。

－９－


＜提案書類＞
提案書類を様式８から様式24まで順に並べ、ページ数及びインデックスを付してファイル綴りをした原本を１部、写しを12部提出してください。なお、写しの書類のうち１部についてはファイルやステープラー等で留めず、また、インデックスを付さず、クリップ留めで提出してください。





（様式　８）       提案書類の提出についてインデックス番号の１～７は、欠番とします。

ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　８　　※提案書の表紙となるものです。

（様式　９）       指定管理業務実施にあたっての基本的な方針
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　９     

（様式10）　　　　運営組織の構造、開館時間の勤務シフト、休館日設定の考え方
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　10  
　　　　　　　　
（様式11）　　　　必要人材の配置と職能、主要人材の能力担保
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　11  
　　　　　　　　
（様式12）　　　　「使命１：大佛次郎に関する調査・研究を深める」を達成するための取組
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　12  
　　　　　　　　
（様式13）　　　　「使命２：大佛次郎の業績を広く普及する」を達成するための取組
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　13　　
　　　　　　　　
（様式14）　　　　「使命３：幅広い市民等が文学を中心とした文化に触れる機会を提供する」を達成するための取組
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　14  

（様式15）　　　　「使命４：あらゆる市民に文化を中心とした活動の場を提供する」を達成するための取組
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　15  
　　　　　　　
（様式16）　      「使命５：文学を媒介としたネットワーク構築を推進する」を達成するための取組
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　16  

（様式17）　      「使命６：持続可能性を高める施設運営を行う」を達成するための取組
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　17 

  
（様式18）　      利用料金の考え方と具体的な料金設定、支払方法や割引料金・減免等の運用方法の考え
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　18 ※Ａ（料金表）及びＢ（説明用紙）

(様式19)　       指定管理料のみに依存しない収入構造、経費削減等効率的運営の努力
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　19 

（様式20）　      ５年間の収支及び収支バランス（指定管理料の提案含む）
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　20 
○本部経費を計上する場合は、本部経費に含まれる費用科目を事務経費本部分の説明欄に記載してください。科目が多岐に渡り説明欄への記載が難しい場合は、科目名一覧が記載された別紙を添付してください。




（様式21）　      施設全体の運営に対するアイデア・ノウハウの一層の活用
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　21 

（様式22）　      市の重要政策課題への対応
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　22 

（様式23）　　　　評価基準加点項目に係る申出書
（様式23-２）　　 障害者雇用計算表
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　23  

（様式24）　　　　自主事業の実施（５年間の自主事業に関する概要）
（様式24-２）　　 自主事業計画書
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ番号　24
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

2

2

第18号様式の２（第９条の３第１項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式１）

指　定　申　請　書
令和　　年　　月　　日　
（申請先）
　横浜市長
所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　
申　請　者　団　体　名　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　

　次の公園又はその一部の指定管理者の指定を受けたいので、申請します。

　　　　横浜市港の見える丘公園の教養施設（横浜市大佛次郎記念館）

　（注意）申請に際しては、次の書類を添付してください。
　　(1)　事業計画書
　　(2)　定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
　　(3)　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
　　(4)　指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
　　(5)　当該公園又はその一部の管理に関する業務の収支予算書
　　(6)　その他市長が必要と認める書類



※提案書類を事業計画書とみなします


（様式２）
団体の概要

（令和○年○月現在）
	（ふりがな）
商号又は名称
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	所在地
	〒




	設立年月日
	　　　　年　　　　月

	沿革
	

	事業内容等
	

	財政状況
※直近３か年の事業年度分
	年度
	令和○年度
	令和○年度
	令和○年度

	
	総収入
	
	
	

	
	総支出
	
	
	

	
	当期収支差額
	
	
	

	
	次期繰越収支差額
	
	
	

	連絡担当者
	(ふりがな)
氏名
	（　　　　　　　　）


	
	部署・職名
	

	
	電話番号
	
	FAX
	

	
	E-mail
	

	特記事項
	




（様式３）
役員等氏名一覧表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（様式４）別に指定するエクセルファイルに入力し、
次の２点を提出してください。
①Ａ４用紙に出力し、押印したもの。
②エクセルファイルを納めたＣＤ－Ｒ



欠格事項に該当しない宣誓書

令和　年　月　日　
　（申請先）
　　横浜市長
（申請者）
所在地
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　当団体は、横浜市〇〇施設の指定管理者への応募に際し、応募資格を満たすとともに次の欠格事項に該当しないことを宣誓します。

≪欠格事項≫
１　法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税を滞納していること
２　労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）への加入への必要があるにも関わらず、その手続きを行っていないこと
３　会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中であること
４　指定管理者の責に帰すべき事由により、本市又は他の地方公共団体から２年以内に指定の取消を受けたも
　のであること
５　地方自治法施行令第167条の４の規定により、本市における入札参加を制限されていること
６　選定委員が、応募しようとする団体の経営または運営に直接関与していること
７　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団経営支配法人等（横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第51号）第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等をいう。）であること
８　２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていること（仮に受けている場合には、必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みでないこと）


（様式５）

横浜市税の納付状況調査の同意書
令和　年　月　日　
（申請先）
横浜市長
（申請者）
所在地
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当団体は、横浜市が横浜市○○施設の指定管理者選定等に伴い、次の事項を行うことに同意します。

１　指定管理者選定時及び指定期間中の毎年度、次の税目の納付状況の調査を行うこと
(1)　市民税・県民税（特別徴収分）
(2)　法人市民税
(3)　事業所税
(4)　固定資産税・都市計画税（土地・家屋）
(5)　固定資産税（償却資産）

２　当団体が複数の施設の指定管理者選定に応募している場合又は指定管理者となっている場合、１の調査結果を関係する施設所管課間で共有すること

【必要事項記入欄】※いずれかを選択し、必要事項を記入してください。
□法人番号有り
	法人番号
	



□法人番号無し
	(フリガナ)
	

	事業者名
	

	事業所住所
	

	(フリガナ)
	

	代表者名
	



【その他】
横浜市税の手続において、通知等送付先の登録が団体の住所と異なる場合は、下記も御記入ください。
	通知等送付先
	



（様式６）

法人税及び法人市民税の課税対象となる収益事業等を実施していないことの宣誓書

令和　年　月　日　
（申請先）
横浜市長
（申請者）
所在地
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





当団体は、法人税法第４条第１項及び地方税法第296条第１項に規定する収益事業等を、直近５か年の事業年度において実施していないことを宣誓します。












（様式７）

賃金水準スライドの対象となる人件費に関する提案書

団体名　　　　　　　　　

１　基礎単価
	雇用形態
	基礎単価（円）

	正規雇用職員等
	

	臨時雇用職員等
	


※　一人一年あたり

２　配置予定人工
	雇用形態
	配置予定人工（人工）

	
	令和９年度
	令和10年度
	令和11年度
	令和12年度
	令和13年度

	正規雇用職員等
	
	
	
	
	

	臨時雇用職員等
	
	
	
	
	



３　人員配置の理由（雇用形態内での職種分けや年度による配置予定人数の増減 等）
	（記入例）正規雇用職員について○年度のみ配置人工が多いのは、区制100周年に合わせて通年で様々なイベントを行うために、人員を増やして対応しようと考えているためです。
臨時雇用職員について前半の３年度に比べて残りの２年度の人工が少ないのは、職員のノウハウが蓄積されることにより業務が効率化され、配置人工もスリム化できると考えているためです。






（様式８）

提案書の提出について

令和　年　　月　　日　
　
（申請先）
　横浜市長


団体名
所在地　
代表者名　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　


１　指定管理業務実施にあたっての基本的な方針（様式９）      
２　運営組織の構造、開館時間の勤務シフト、休館日設定の考え方（様式10）　　　　
３　必要人材の配置と職能、主要人材の能力担保（様式11）　　　　
６　施設の使命を達成するための取組　使命１（様式12）
７　施設の使命を達成するための取組　使命２（様式13）
８　施設の使命を達成するための取組　使命３（様式14）
９　施設の使命を達成するための取組　使命４（様式15）
10　施設の使命を達成するための取組　使命５（様式16）
11　施設の使命を達成するための取組　使命６（様式17）
12　利用料金の考え方と具体的な料金設定、支払方法や割引料金・減免等の運用方法の考え
（様式18）
12　指定管理料のみに依存しない収入構造、経費削減等効率的運営の努力（様式19）　     
13　５年間の収支及び収支バランス（指定管理料の提案含む）（様式20）　     
14　施設全体の運営に対するアイデア・ノウハウの一層の活用（様式21）　     
15　市の重要政策課題への対応（様式22） 
　　　16　本市重要施策を踏まえた応募団体の取組状況（評価基準加点項目に係る申出書、障害者雇用計　算表）（様式23、23-２）（加点を希望する場合）
17　自主事業の実施（様式24）（実施する場合）

（様式９）
	１　指定管理業務実施にあたっての基本的な方針

	

































Ａ４用紙縦×４頁以内





　（　／　）

（様式10）
	２　運営組織の構造、開館時間の勤務シフト、休館日設定の考え方

	


































Ａ４用紙縦×４頁以内





（　／　）

　（様式11）
	３　必要人材の配置と職能、主要人材の能力担保

	


































Ａ４用紙縦×４頁以内





（　／　）

（様式12－１）
	４   施設の使命を達成するための取組　使命１

	【使命１】大佛次郎に関する調査・研究を深める
全国唯一の大佛次郎に関する専門文学館として、収蔵資料の活用を積極的に図りつつ、収蔵図書・資料及び関連資料等について、計画的かつ適切な管理 を行う。
あわせて、調査・研究を継続的に推進し、その成果を蓄積・発信することにより、大佛次郎研究の一層の発展に寄与する。






	【使命１を達成するための具体的な取組】※提案者記載部分
































（　／　）
（様式12－２）
	４   施設の使命を達成するための取組　使命１

	【提案者が提案する指標】※提案者記載部分





	[bookmark: _Hlk218757605]【業務の基準で設定している指標】
	目標値※提案者記載部分

	定量指標
	2年目
	5年目

	定量指標①：研究成果物の発表件数（刊行物、展示、講座等を含む）
	
	

	定性指標

	定性指標①：収蔵資料の保存・管理状況に関する自己評価及び課題整理

	目標値※
	2年目
	

	
	5年目
	

	定性指標②：研究成果に対する利用者・読者等からの意見・評価の把握

	目標値※
	2年目
	

	
	5年目
	

	【上記の取組を行う理由】※提案者記載部分


















Ａ４用紙縦×４頁以内





（　／　）
（様式13－１）
	５   施設の使命を達成するための取組　使命２

	【使命２】大佛次郎の業績を広く普及・継承する
大佛次郎に関する展示や公開、各種普及事業を通じて、その業績や思想の魅力をわかりやすく伝えるとともに、次世代への継承を図る。
これにより、大佛次郎およびその文学・文化的価値に対する理解と認知度向上を目指す。






	【使命２を達成するための具体的な取組】※提案者記載部分























（　／　）
（様式13－２）
	５   施設の使命を達成するための取組　使命２

	【提案者が提案する指標】※提案者記載部分





	【業務の基準で設定している指標】
	目標値※提案者記載部分

	定量指標
	2年目
	5年目

	定量指標①：企画事業の来館者数
	
	

	定量指標②：来館者（参加者）の満足度（アンケート調査）
	
	

	定性指標

	定性指標①：展示や普及事業に対する来館者の意見・感想の分析

	目標値※
	2年目
	

	
	5年目
	

	【上記の取組を行う理由】※提案者記載部分














Ａ４用紙縦×４頁以内



（　／　）
（様式14－１）
	６   施設の使命を達成するための取組　使命３

	【使命３】幅広い市民等が文学を中心とした文化に触れる機会を提供する
　　文学を中心とした、文化芸術に触れる機会を提供することで、新たな気づきや発見を促し、多様な価値観を尊重する文化の醸成に貢献します。





	【使命３を達成するための具体的な取組】※提案者記載部分

































（　／　）
（様式14－２）
	６   施設の使命を達成するための取組　使命３

	【提案者が提案する指標】※提案者記載部分





	【業務の基準で設定している指標】
	目標値※提案者記載部分

	定量指標
	2年目
	5年目

	定量指標①：各種文化事業（講座・行事等）の実施回数
	
	

	定量指標②：来館者（参加者）の満足度（アンケート調査）
	
	

	定性指標

	定性指標①：参加者の声や事例を通じた事業の効果分析

	目標値※
	2年目
	

	
	5年目
	

	【上記の取組を行う理由】※提案者記載部分














Ａ４用紙縦×４頁以内



（　／　）
（様式15－１）
	７  施設の使命を達成するための取組　使命４

	【使命４】あらゆる市民に文化を中心とした活動の場を提供する
　　文化芸術をはじめとする市民活動の場を提供することで、共生社会の実現に寄与するとともに、市民による主体的な活動を支援します。





	【使命４を達成するための具体的な取組】※提案者記載部分
































（　／　）
（様式15－２）
	７   施設の使命を達成するための取組　使命４

	【提案者が提案する指標】※





	【業務の基準で設定している指標】
	目標値※

	定量指標
	2年目
	5年目

	定量指標①：貸館利用率（会議室及び和室）　　　　　　　　　　　会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和室
	
	
	

	
	
	
	

	定性指標

	定性指標①：利用者との意見交換やヒアリング等による利用状況・満足度・課題の把握

	目標値※
	2年目
	

	
	5年目
	

	定性指標②：貸館利用率の増加に向けた取組と実施後の自己評価

	目標値※
	2年目
	

	
	5年目
	

	上記の取組を行う理由】※











Ａ４用紙縦×４頁以内



（　／　）
（様式16－１）
	８  施設の使命を達成するための取組　使命５

	【使命５】文学を媒介としたネットワーク構築を推進する
　　文学館としての専門性を生かしたネットワークを構築し、地域における文化的コモンズの形成に寄与します。





	【使命５を達成するための具体的な取組】※提案者記載部分
































（　／　）
（様式16－２）
	８   施設の使命を達成するための取組　使命５

	【提案者が提案する指標】※提案者記載部分





	【業務の基準で設定している指標】
	目標値※提案者記載部分

	定量指標
	2年目
	5年目

	定量指標①：地域の施設・団体等と連携して実施した事業件数
	
	

	定性指標

	定性指標①：連携事業に関わった関係者からの意見・評価

	目標値※
	2年目
	

	
	5年目
	

	定性指標②：他の文学館等との意見交換を通じた連携状況の自己評価

	目標値※
	2年目
	

	
	5年目
	

	【上記の取組を行う理由】※提案者記載部分


















Ａ４用紙縦×４頁以内





（　／　）
（様式17－１）
	９  施設の使命を達成するための取組　使命６

	【使命６】持続可能性を高める施設運営を行う
　　法令等に基づく適正な維持管理を行い、安全で快適な施設環境を維持するとともに、効率的かつ安定的な施設運営を行います。




	【使命６を達成するための具体的な取組】※提案者記載部分

































（　／　）
（様式17－２）
	９   施設の使命を達成するための取組　使命６

	【提案者が提案する指標】※提案者記載部分




	【業務の基準で設定している指標】
	目標値※提案者記載部分

	定量指標
	2年目
	5年目

	定量指標①：DX・業務効率化の取組件数
	
	

	定量指標②：指定管理料以外の総収入額・自主財源比率
	
	

	定性指標

	定性指標①：施設の使いやすさや快適性に関する利用者ヒアリングの結果分析

	目標値※
	2年目
	

	
	5年目
	

	定性指標②：管理運営費の推移及びその要因に関する分析・評価

	目標値※
	2年目
	

	
	5年目
	

	【上記の取組を行う理由】※提案者記載部分


















Ａ４用紙縦×４頁以内





（　／　）

  （様式18-１）
	11　利用料金の考え方と具体的な料金設定、支払方法や減免等の運用方法の考え・料金設定

	【利用料金の設定】
■観覧施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	区　分　
種　別
	個人
	団体
	１回
＜上限額＞

	大人
	
	
	200

	小・中学生
	
	
	

	幼児（6歳未満）
	
	
	


■会議室・和室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	区　分　

種　別
	午前
	午後
	夜間
	一日
	１日
＜上限額＞

	
	平日
	土日、休日
	平日
	土日、休日
	平日
	土日、休日
	平日
	土日、休日
	

	会義室
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,500

	和室
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,000


■付帯設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	区　分　

種　別
	午前
	午後
	夜間
	一日
	１日（1式または1台）＜上限額＞

	
	平日
	土日、休日
	平日
	土日、休日
	平日
	土日、休日
	平日
	土日、休日
	

	茶道具
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,000


　



（様式18-２）
	11　利用料金の考え方と具体的な料金設定、支払方法や割引料金・減免等の運用方法
の考え

	































Ａ４用紙縦×４頁以内






（　／　）
（様式19）
	12　指定管理料のみに依存しない収入構造、経費削減等効率的運営の努力

	












	
















Ａ４用紙縦×４頁以内



（　／　）

（様式20）
13　５年間の収支及び収支バランス（指定管理料の提案含む）
○本部経費を計上する場合は、計上基準について、記載して下さい。
また、本部経費に含まれる費用科目を事務経費本部分の説明欄に記載してください。科目が多岐に渡り説明欄への記載が難しい場合は、科目名一覧が記載された別紙を添付してください。
なお、本部経費については、業務の基準に示された指定管理業務の遂行を前提とした、適切な金額の計上としてください。
また、指定管理期間中（５年間）の収支を提案する際は、その期間内における人件費の増加や物価上昇（光熱水費の増加等）については見込まずに提案してください。











	本部経費への計上基準（算定における考え方）

	


























· その他費用科目等については別添エクセルファイルに入力してください

（様式21）
	14　施設全体の運営に対するアイデア・ノウハウの一層の活用

	
































Ａ４用紙縦×４頁以内






（　／　）
（様式22）
	15　市の重要政策課題への対応

	


























Ａ４用紙縦×４頁以内



（　／　）
（様式23）
評価基準加点項目に係る申出書応募団体名：


指定管理者公募要項中、評価基準項に規定する加減点項目において、以下の項目について
加点を希望するため、必要書類を添付し提出します。


□１　市内中小企業等（申請日時点の状況で判断してください。）

【添付資料】不要

２　本市重要施策を踏まえた応募団体の取組状況
□（１）障害者法定雇用率の達成状況（申請直前の６月１日現在の状況で判断してください。）

【添付資料】
以下のいずれかの書類を添付してください。
※法定雇用率を超える場合に加点対象となります。障害者雇用率算定の結果、法定雇用率（2.50％）
と同値の場合には、加点対象外です。
1 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第７項による障害者雇用状況の報告義務がある
場合：障害者雇用状況報告書（事業主控）の写し（申請日の直近の６月１日現在の職業安定所の受付印が確認できるもの※）
[bookmark: _Hlk157017549]②上記①以外の場合：障害者雇用率（実雇用率）が2.50％を超えていることを確認するため、別紙の障害者雇用計算表を作成のうえ、提出してください（申請日の直近の６月１日現在の状況を記載してください。）。

（２）ワークライフバランス及び男女共同参画の推進（申請日時点の状況で判断してください。）
□　ア　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定
　　　（従業員101人未満の場合のみ加算対象）

【添付資料】
以下のいずれかの書類を添付してください。（いずれの場合も労働局の受付印が確認できるもの※）
[bookmark: _Hlk159403347]・「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し（次世代育成支援対策推進法施行規則第１条
第１項に規定されたもの）
・「一般事業主行動計画作成・変更届（一体型）」の写し（次世代育成支援対策推進法施行規則
第１条第２項に規定されたもの）

□　イ　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主計画の策定
　　　（従業員101人未満の場合のみ加算対象）

【添付資料】
以下のいずれかの書類を添付してください。（いずれの場合も労働局の受付印が確認できるもの※）
・「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し（女性活躍推進法第８条第１項に規定されたもの）
・「一般事業主行動計画作成・変更届（一体型）」の写し（次世代育成支援対策推進法施行規則
第１条第２項に規定されたもの）


※電子申請で提出した場合は、受領がわかる画面データを添付してください。

□　ウ　①次世代育成支援対策推進法による認定（「くるみん」、「トライくるみん」又は「プラチナくるみん」の認定）、②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（「えるぼし」又は「プラチナえるぼし」の認定）又は③「よこはまグッドバランス企業」の認定【①から③のうち、いずれか１項目を満たせば加点対象】

　　　　【添付資料】
　　　　　 加点対象となる認定項目に係る認定証の写し（「よこはまグッドバランス企業」の認定においては、申請日時点において認定期間内となっているものに限る。）

【注意事項】
・加点対象となる項目に「☑」を記入してください。
・応募団体がJV（共同事業体）の場合は、代表企業の該当の状況により判断してください。
（様式23-２）


障害者雇用計算表

障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第７項による障害者雇用状況の報告義務を有さない事業者であって、加点を希望する場合には、障害者雇用率が2.50％を超えていることを確認するため、次の障害者雇用計算表に必要事項を記入のうえ、提出してください。

障害者雇用計算表（申請日の直前の６月１日現在の状況を記載してください。）
	常用雇用労働者数（Ａ） ※短時間労働者を除く
	
	人

	短時間労働者数（Ｂ）
	
	人

	算定基礎労働者数（Ｃ）： 【Ａ＋（Ｂ×1/2）】
	
	人

	
	
	

	常用の障害者
雇用数
	重度の身体･知的障害者数 （Ｄ）
	
	人

	
	Ｄ以外の身体･知的及び精神障害者数 （Ｅ）
	
	人

	短時間の障害者雇用数
		重度の身体･知的障害者数 （Ｆ）
	
	人

	
	Ｆ以外の身体･知的及び精神障害者数※（Ｇ）
	
	人

	算定障害者数（Ｈ）：【（Ｄ×２）＋Ｅ＋Ｆ＋（Ｇ×1/2）】
	
	人

	
	
	

	障害者雇用率 【Ｈ/Ｃ×100】（小数点以下第３位を四捨五入）
	
	％



[bookmark: _Hlk158285198]法定雇用率を超える場合に加点対象となります。障害者雇用率算定の
結果、法定雇用率（2.50％）と同値の場合には、加点対象外です。




【記載方法】
・ （Ａ）、（Ｄ）、（Ｅ）の常用雇用労働者とは、１週間の所定労働時間が30時間以上で、１年以上継続して雇用される者（見込みを含む）。
・身体障害者は、原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が１級から６級の者。このうち（Ｄ）、（Ｆ）の重度身体障害者は、身体障害者のうち１級又は２級の者。
・知的障害者は、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センターにより知的障害者と判定された者。このうち（Ｄ）、（Ｆ）の重度知的障害者は、愛の手帳（療育手帳）で程度が「Ａ」とされている者、「Ａ」に相当する程度（特別障害者控除を受けられる程度等）とする判定書を受けている者又は障害者職業セ
ンターにより「重度知的障害者」と判定された者。
・精神障害者は、精神保健福祉手帳の交付を受けている者。
・（Ｂ）、（Ｆ）、（Ｇ）の短時間労働者は、１週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満で、１年以上継続して雇用される者（見込みを含む）。
※ ただし、精神障害者である短時間労働者であって、雇入れから３年以内の方、又は精神保健福祉手帳取得から３年以内の方、かつ、令和５年３月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方は、対象者１人につき１人分雇用しているものとしてカウントするため、（Ｅ）へ記載してください。

【注意事項】
提出書類は返却しません。また、提出書類は本件審査にのみ使用し、その他の目的には使用しません。ただし、必要に応じ提出された書類について、事実確認（雇用を証明する書類の提出等）を求めることがありますので、ご了承ください。

【参考】用語の説明等

１　常用雇用労働者の範囲
次のように１年以上継続して雇用される者（見込みを含む）をいいます。ただし、１年以上継続して雇用されている者であっても、１週間の所定労働時間が20時間未満の者については、障害者雇用率制度上の常用雇用労働者の範囲には含めません。
（１）雇用期間の定めのない労働者
（２）一定期間（１か月、６か月等）を定めて雇用される者であっても、その雇用期間が反復更新されて事実上(1)と同一状態にあると認められる者
（３）日々雇用される者であっても、雇用契約が日々更新されて事実上(1)と同一状態にあると認められる者

２　障害者である短時間労働者の範囲
身体障害者（重度を含む）、知的障害者（重度を含む）又は精神障害者（※）であって、次の要件に該当する者をいいます。
（１）１週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満。
（２）１年以上継続して雇用されること（見込みを含む）。
※ただし、精神障害者である短時間労働者であって、雇入れから３年以内の方、または、精神保健福祉手帳取得から３年以内の方、かつ、令和５年３月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方は、常用雇用労働者に含めます。

３　対象となる障害者
（１）「身体障害者」とは、身体障害者福祉法（昭和24 年法律第283 号）に規定する身体障害者手帳の等級が１級から６級に該当する者とします。「重度身体障害者」とは、このうち１級または２級とされる者です。
（２）「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者福祉法（昭和35 年法律第37 号）第12 条第１項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第19条の障害者職業センターにより知的障害者と判定された者をいいます。また、「重度知的障害者」とは、知的障害者のうち知的障害の程度が重いと判定された者をいいます。具体的には、次のいずれかに該当する者となります。
ア　愛の手帳（療育手帳）で程度が「Ａ」とされている者。
イ　児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医による、療育手帳の「Ａ」に相当する程度（特別障害者控除を受けられる程度等）とする判定書を受けている者。
ウ　障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定された者。
（３）「精神障害者」とは、精神保健福祉手帳の交付を受けている者とします。

４　雇用障害者数のカウントの方法について
（１）身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用雇用労働者のうち、１週間の所定労働時間が30時間以上の者は１人につき１人分雇用しているとみなします。ただし、重度身体障害者及び重度知的障害者は、１人につき２人分雇用しているとみなします。
（２）身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満）は、１人につき0.5人分雇用しているとみなします。ただし、重度身体障害者及び重度知的障害者は１人につき１人分雇用しているとみなします。
※精神障害者である短時間労働者であって、雇入れから３年以内の者、又は精神保健福祉手帳取得から３年以内の者で、かつ、令和５年３月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した者は、１人につき１人分雇用しているとみなします。
（様式24－１）
	18　自主事業の実施（５年間の自主事業に関する概要）

	
































Ａ４用紙縦×４頁以内




（　／　）
[bookmark: _Hlk220092019]（様式24－２）

自主事業計画書


１　事業概要
	事業名
	

	実施時期
	
	協力団体
	

	実施場所
	

（※必要に応じて図面及び面積がわかる資料を添付）

	事業内容
	



	事業の目的
	


	成果目標
	（自主事業の趣旨である施設の魅力やサービスの向上、地域活性化等の観点から目標を設定。　　例：事業への参加人数/参加者満足度/地域への効果 等）





２　収支計画書
	収入
	支出

	内容
	金額
	内容
	金額

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	収支差額

	

	還元方法

	



※自主事業の収益は、原則として指定管理者に帰属しますが、公の施設で実施する事業であることを踏まえ、見込まれる利益の程度により、両者合意のもと、収益の一部を施設運営等に還元することも可能とします。
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